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　介護保険行政の円滑な実施につきましては，日
頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
　現在稼働しているＬＩＦＥシステム（以下，
「現行ＬＩＦＥシステム」という。）について，令
和６年４月22日に，令和６年度版ＬＩＦＥシステ
ム（以下，「新ＬＩＦＥシステム」という。）の稼
働を開始します。
　システム更改に当たり，新ＬＩＦＥシステムの
リリーススケジュールや，新ＬＩＦＥシステムの
利用登録，新ＬＩＦＥシステムリリースに係る注
意事項，また令和６年度報酬改定に対応した加算
算定に係るＬＩＦＥデータ提出の期限について，
下記に示します。
　各都道府県におかれては，本事務連絡の内容に
ついて，貴管内の介護事業者，市町村，関係団
体，関係機関等に対して周知をお願いします。

　現行ＬＩＦＥシステム及び新ＬＩＦＥシステム
の稼働状況は，以下を予定しています。介護事業
者におかれては，４月22日以降は新ＬＩＦＥシス
テムのご利用をお願いします。（別紙p.１,２参照）
　　【現行ＬＩＦＥ】
　　　①　～４月10日：通常稼働
　　　②　４月11日　：�これまでに入力されたデ

ータの参照のみ可能
　�（様式情報の提出は不可
となります。）

　　　　　～７月末�

　　　③　８月１日：サービス終了
　　【新ＬＩＦＥシステム】
　　　①　４月22日：一部稼働開始
　　　　　　　　　　�（７月31日までは利用者情

報及びＡＤＬ維持等情報に
限り登録可能）

　　　②　８月１日～：�本格稼働開始（令和６年
度改定対応の様式情報の
登録可能）

　新ＬＩＦＥシステムについては，利便性向上等
を目的として，現行ＬＩＦＥシステムの一部機能
に変更を加えております。主な変更点は，別紙
p.２をご参照ください。

記
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　新ＬＩＦＥシステムの利用登録は，令和６年４
月22日９時以降，新ＬＩＦＥシステムのＵＲＬか
ら登録可能となります。新ＬＩＦＥシステムのＵ
ＲＬは，現行ＬＩＦＥシステムのお知らせ画面
（https://life.mhlw.go.jp/login）上に，４月中旬
頃に掲載します。（別紙p.４参照）
　新ＬＩＦＥシステムのＵＲＬにアクセスした後
に利用登録のために必要となる操作や，新ＬＩＦ
Ｅシステムに係る操作のマニュアルについては，
３月26日頃に公開予定です。掲載箇所等は，現行
ＬＩＦＥシステムのお知らせ画面上で追って周知
いたします。（別紙p.３参照）

　新ＬＩＦＥシステムご利用に際しての注意事項
を以下⑴～⑸に示します。各注意事項の対象とな
る介護事業所を，各タイトル文に【　】で付記し
ているため，各対象の介護事業所におかれては，
必ず各注意事項をご確認ください。
⑴　電子請求受付システム（介護）のＩＤ・パス

ワード利用及びメールアドレス設定について
【新ＬＩＦＥシステムをご利用になる全事業所
対象】
　新ＬＩＦＥシステムの利用登録と移行作業に当
たっては，国民健康保険団体連合会（以下，「国
保連合会」という。）で提供する電子請求受付シ
ステム（介護）のＩＤ・パスワード及び電子請求
受付システム（介護）上でセキュリティ用メール
アドレスの設定が必要となります。※
　※�新ＬＩＦＥシステムの初回利用（新ＬＩＦＥ
システムの起動アイコン取得等）に当たって
は，以下操作が必要になります。

　　✓　�電子請求受付システム（介護）のＩＤ・
パスワードを用いたログイン認証

　　✓　�当該認証時に電子請求受付システム（介
護）で設定するセキュリティ用メールア
ドレスに送信されるワンタイムパスワー
ド認証（メールアドレスは４月22日より
設定可）
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令和６年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情報
システム（ＬＩＦＥ）の対応について
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Ⅲ 事務処理手順・様式例
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　電子請求受付システム（介護）のセキュリティ
用メールアドレス設定は令和６年４月に開設予定
の共通ログインサポート窓口にお問い合わせくだ
さい。パスワード再発行（パスワードを紛失した
事業所のみ）に関する問い合わせは請求先の国保
連合会にお問い合わせください。
　なお，電子請求受付システム（介護）のパスワ
ード再発行に当たっては，国保連合会からの郵送
によるご連絡となります。新ＬＩＦＥシステムの
リリース直前からリリース直後はパスワード再発
行のご依頼が集中し，送付に多大な時間を要する
ことが想定されます。電子請求受付システム（介
護）のパスワード再発行を希望する場合は３月中
に国保連合会に問い合わせる等，可能な限り余裕
を持った対応をお願いします。なお，パスワード
再発行は新ＬＩＦＥシステムの稼働開始前でも可
能です。

⑵　現行ＬＩＦＥシステムから新ＬＩＦＥシステ
ムへの切り替え作業【現行ＬＩＦＥシステムご
利用の事業所・施設対象】
�　現行ＬＩＦＥシステムをご利用の介護事業所に
ついては，新ＬＩＦＥシステムのご利用に当たっ
て，以下のような移行作業が発生します。
　✓　�新ＬＩＦＥシステムの初回ログインの実

施・管理ユーザーのパスワード再設定
　✓　新ＬＩＦＥシステムの起動アイコン取得
　✓　�新ＬＩＦＥシステムにおける操作職員のパ

スワード再設定
　✓　�現行ＬＩＦＥシステムから出力した，個人

情報ファイルの新ＬＩＦＥシステムへの取
込操作

　必要となる移行作業を示した「ＬＩＦＥ移行ガ
イド」は，３月26日頃に公開予定です。掲載箇所
等は現行ＬＩＦＥシステムのお知らせ画面
（https://life.mhlw.go.jp/login）上で追って周知
いたします。
⑶　４月10日までの登録様式の取り扱いについ

て【現行ＬＩＦＥシステムご利用の事業所対
象】
　４月11日以降，現行ＬＩＦＥシステムにおいて
様式情報の登録・編集ができなくなります。各介
護事業所においては，登録状況が「一時保存」と
なっている様式且つ算定要件対象の様式がある場
合は，４月10日までに登録状況が「確定」となる
ように様式情報の登録をお願いします。
　４月22日～７月31日まで，新ＬＩＦＥシステム

【�共通ログインサポート窓口】※令和６年４月
開設予定
　TEL：0570-000-887
　E-mail：kyotsu-login@support-e-seikyuu.jp

においては，利用者情報及びＡＤＬ維持等情報以
外の様式情報は，登録・編集が不可となるためご
注意ください。
⑷　令和６年３月までに掲載されているフィード

バック帳票の取り扱いについて【現行ＬＩＦＥ
システムご利用の事業所対象】
　現行ＬＩＦＥシステムにおいて令和６年３月ま
でに掲載されている各フィードバック帳票につい
て，４月10日までに各介護事業所でフィードバッ
ク帳票を未作成の場合，４月11日以降，当該フィ
ードバック帳票の作成及びダウンロードができな
くなります。未作成のフィードバック帳票がある
介護事業所においては，４月10日までに各フィー
ドバック帳票の作成をお願いします。
　なお，４月10日までに作成いただいたフィード
バック帳票については，現行ＬＩＦＥシステムで
４月11日以降も引き続きダウンロードが可能で
す。また，令和６年３月末までに掲載されたフィ
ードバック帳票は，新ＬＩＦＥシステムではダウ
ンロードできないため，現行ＬＩＦＥシステムか
らダウンロードをお願いします。
⑸　４月にＡＤＬ維持等加算を算定予定の介護事

業者における利得計算について【令和６年４月
ADL維持等加算の利得値を計算予定の事業所対
象】
　４月11日～４月21日は，現行ＬＩＦＥシステム
及び新ＬＩＦＥシステムではＡＤＬ様式情報の登
録及び令和６年度ＡＤＬ維持等加算算定機能の利
用ができません。
　そのため，４月にＡＤＬ維持等加算を算定予定
の介護事業者においては，４月10日までに現行Ｌ
ＩＦＥシステムの令和６年度ＡＤＬ維持等加算算
定機能による評価対象者の利得計算を完了するよ
うお願いします。
　なお，４月に算定予定の場合，４月22日以降，
新ＬＩＦＥシステムにおいて令和６年度ＡＤＬ維
持等加算算定による利得計算を行うことでも差し
支えないですが，⑴や⑵に示す注意事項があるこ
とから，現行ＬＩＦＥシステムをご利用中の介護
事業所においては，４月10日までに現行ＬＩＦＥ
システムで利得計算を行うことを強く推奨しま
す。現行ＬＩＦＥシステムは利用しておらず新Ｌ
ＩＦＥシステムからＬＩＦＥの利用を開始する介
護事業所においては，４月22日以降，新ＬＩＦＥ
システムにおいて令和６年度ＡＤＬ維持等加算算
定機能による利得計算を行ってください。

１．に示すとおり，令和６年４月11日～７月31
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日までは，利用者情報及びＡＤＬ維持等情報以外
のデータの提出を行うことができません。
　このため，令和６年４月～８月に，ＬＩＦＥ関
連加算の算定を行う場合，令和６年８月１日～10
月10日の遡り入力期間に算定する加算の様式情報
を提出いただくことで，当該加算は算定可能です。
　ただし，提出すべき情報を原則として令和６年
10月10日までに提出していない場合，算定した当
該加算については，遡り過誤請求を行わなければ
いけません。
　なお，提出されたデータについては，集計・分
析を行い，10月頃よりフィードバックを行う予定
です。フィードバック提供に係るスケジュール等
については，データの提出状況等を踏まえ，今後
改めてお示しします。

　令和６年度介護報酬改定後のＬＩＦＥ登録様式
は，令和６年８月１日の新ＬＩＦＥシステムの稼
働後に，システム上に反映され，登録が可能にな
ります。また，新ＬＩＦＥシステムの稼働後に
は，改定前のＬＩＦＥ登録様式を用いた登録はで
きなくなります。
　そのため，改定が６月施行のサービス（訪問リ
ハビリテーション，通所リハビリテーション，予
防訪問リハビリテーション，予防通所リハビリテ
ーション）については，令和６年４～５月サービ
ス提供分の提出情報に限り，令和３年度改定に対
応した様式情報と共通する部分を把握できる範囲
で提出することも可能（令和６年度介護報酬改定
に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）
問174を参照。）〔→３巻・467頁〕としています。

以上
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